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令和５年２月２１日(火曜日）午後２時１３分 開 議 

 

●議事日程第１号 ２月２１日（火曜日） 

第１   開  会 

第２   会期の決定 

第３   行政報告及び提出議案説明 

第４   令和５年度施政方針 

第５   議案第１号  令和５年度飯塚地区消防組合予算 

（提案理由の説明、質疑、討論、採決） 

第６   議案第２号  飯塚地区消防組合個人情報保護条例の全部を改正する条例 

           （提案理由の説明、質疑、討論、採決） 

第７   議案第３号  飯塚地区消防組合情報公開・個人情報保護審査会条例の一部を改正

する条例 

           （提案理由の説明、質疑、討論、採決） 

第８   議案第４号  飯塚地区消防組合職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例 

           （提案理由の説明、質疑、討論、採決） 

第９   議案第５号  地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に

関する条例 

 （提案理由の説明、質疑、討論、採決） 

第１０  議員提出議案第１号 飯塚地区消防組合議会の個人情報の保護に関する条例 

    （提案理由の説明、質疑、討論、採決） 

第１１  一般質問 

第１２  署名議員の指名 

第１３  閉  会 

 

●会議に付した事件 
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 議事日程のとおり 

午後２時１３分 開会 

 

◎議長（秀村 長利） 

△開会 

それでは、出席議員が定足数に達しておりますので、これより令和５年第１回飯塚地区消防

組合議会定例会を開会いたします。なお、片峯組合長並びに畠中議員から欠席届が提出されて

おりますので、お知らせいたします。 

△会期の決定 

会期の決定を議題といたします。おはかりいたします。本定例会の会期は、２月２１日、１

日といたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

ご異議なしと認めます。 

よって、本定例会の会期は、２月２１日、１日と決定いたしました。 

△行政報告及び提出議案説明 

行政報告及び提出議案の説明に入ります。行政報告及び提出議案の説明をお願いいたします。 

赤間副組合長。 

〇副組合長（赤間 幸弘） 

本日、令和５年第１回消防組合議会定例会を招集するにあたり、昨年１２月の定例会以降、

本日までの事務事業の大要を報告し、審議の参考に供します。 

はじめに、管内における令和４年中の火災、救急等の発生状況について報告いたします。 

火災件数は９０件で、このうち建物火災は３７件、同焼損面積２，５２３平方メートル、建

物火災の損害額は１億５，９３５万７千円となっております。 

死傷者については死者１０人、負傷者１２人となっております。 

これを前年と比較しますと、建物火災件数は１２件の増、同焼損面積８０９平方メートルの

増、火災損害額８，７４３万５千円の増、死者は９人の増、負傷者は昨年と同様の１２人とな

っております。 

次に、救急出動件数は９，９６１件、救急搬送人員は８，２５４人で、これを前年と比較し

ますと、救急出動件数１，２００件の増、救急搬送人員６４３人の増となっております。 

次に、救助出動件数は７９件で、前年と比較しますと３件の増となっております。 

以上が、管内における令和４年中の火災、救急等の発生状況でありますが、今後とも火災の

予防、警防並びに諸災害の防除に全力を傾注してまいる所存であります。 

次に、事務事業の進捗状況につきましては、全国一斉の「文化財防火デー」行事の一環とし

て、旧伊藤伝右衛門邸をはじめ王塚古墳など管内１２ヵ所の文化財防火査察を実施し、貴重な

国民的財産等の防火点検並びに防火意識の高揚に努めました。 
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また、火災予防広報につきましては、組合管内の小学校六年生を対象にした防火ポスターコ

ンクールを実施し、管内の２９校から１，４８１作品の応募を受け、飯塚美術協会のご協力を

得て、６４点の入選作品を決定いたしました。 

なお、最優秀作品１点については、飯塚地区消防組合のオリジナル防火ポスターとして作成

し、管内事業所等に配布するほか、入選作品については、３月１日から３月７日までイオン穂

波ショッピングセンターにおいて、防火ポスター展を開催する予定であります。 

以上が昨年１２月消防組合議会定例会以降、本日までの事務事業の大要であります。 

今議会に提案いたします議案は、予算議案１件、条例議案４件でございます。 

議案の内容は、上程されました都度、担当者から説明させますので、よろしくご審議のうえ、

ご議決いただきますようお願いを申し上げまして、行政報告及び提出議案の説明を終わります。 

△令和５年度施政方針 

◎議長（秀村 長利） 

 次に、「令和５年度施政方針」の説明を求めます。 

赤間副組合長。 

〇副組合長（赤間 幸弘） 

令和５年度予算案を提出するにあたり、施策に対する基本方針と予算の概要について申し述

べ、議員各位のご協力とご理解を得たいと存じます。 

令和５年度の予算編成にあたっては、昨年定めた財政計画に基づき、消防機関として、地域

の安全、安心を守ることを第一に、事務事業の全般にわたってその必要性、緊急性等について

厳しく取捨選択を行い編成いたしました。 

このような方針に基づき編成いたしました令和５年度予算の総額は、２５億７，１４６万円

を計上いたしております。 

 次に、主な施策の概要について申し述べます。 

第１に、組織の充実強化についてであります。 

地域に根差し、地域から愛される消防署を目指し、スローガンに掲げる「どんな災害にも対

応できる柔軟性のある消防力の構築」を確立させるため、昨年から組織目標としている、職員

一人一人の能力の向上、各隊のレベルアップ、そして火災予防業務の推進について、本年も引

き続き取り組んで参ります。 

第２に、消防防災体制の強化についてであります。 

近年の災害は、気候変動の影響もあり、大型化、複雑・多様化、そして頻発化し、全国いた

るところで甚大な被害をもたらしております。 

このような災害から、住民の生命、身体及び財産を守るため、本年11月に、飯塚地区消防組

合管内をメイン会場として、この筑豊地区において、緊急消防援助隊の九州ブロック合同訓練

が開催されます。九州各県から約２００隊の消防隊が集結し、この大規模な訓練を通して、消

防機関相互の広域応援体制の連携と受援体制の強化を図るとともに、地域防災組織の中核であ

る消防団及び関係防災機関との連携強化に努めて参ります。 
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また、施設、装備面では、消防車両等整備計画に基づき、高規格救急自動車１台を最新鋭の

車両に更新し消防力を強化いたします。 

第３に、救急業務の高度化についてであります。 

昨年の救急出動件数は、社会の高齢化や夏場の熱中症の増加、そして、新型コロナウイルス

感染拡大の影響もあり、前年より１，２００件多い９，９６１件であり、この１０年間で２番

目の多さとなっており、救急隊の役割は、日々重要性を増しております。 

このため、救急業務での救命効果の向上及び救急態勢の強化を図る目的で、年次計画に基づ

き救急救命士養成課程に２名、福岡県消防学校の救急科に８名を入校させます。 

また、救急救命士１６名に飯塚病院での院内研修を実施し、救急隊員の資質の向上を図るほ

か、医療機関等との密接な連携に努め、さらなる救急業務の高度化に積極的に取り組んで参り

ます｡ 

第４に、住宅防火対策の推進についてであります。 

火災件数は、１０年前と比較しますと全国的にみて約３０％の減と減少傾向にありますが、

犠牲者につきましては、全国で１,４１７人と、前年より９１人増加しており、引き続き高い

数値となっております。 

このことから、住宅火災による犠牲者の減少に向け、高齢者世帯を中心とした住宅の防火査

察、住宅用火災警報器設置アンケート及び自治会等への防火講話を通じて、住民への防火意識

の普及啓発を図り、住宅用火災警報器の設置推進などの住宅防火対策を、各市町の担当部局及

び関係機関と連携を取りながら進めてまいります。 

 以上、施策の概要と所信の一端を述べ審議の参考に供し、重ねて議員の皆様のご協力をお願

いする次第であります。 

△議案第１号「令和５年度飯塚地区消防組合予算」 

◎議長（秀村 長利） 

次に、議案第１号「令和５年度飯塚地区消防組合予算」を議題とします。提案理由の説明を

求めます。 

篠崎消防長。 

〇消防長（篠崎 太望） 

議案第１号令和５年度飯塚地区消防組合予算について、ご説明いたします。 

お手元の、令和５年度飯塚地区消防組合予算書の１ページをお開き願います。 

まず、歳入歳出予算の総額は、２５億７千１４６万円と定めております。 

歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予算」のとおりでご

ざいます。 

次に、地方債については、第２条及び第３条に記載のとおりでございます。  

それでは、予算の内容について、歳入歳出予算事項別明細書により、ご説明いたします。 

５ページをお開き願います。 

１．総括、歳入からご説明いたします。 
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１款「分担金及び負担金」、本年度予算額２４億８千７９３万５千円、前年度比２千２０３万

２千円の減額となっております。 

次に、２款「使用料及び手数料」、本年度予算額１２１万６千円、前年度と同額を計上いた

しております。 

次に、３款「財産収入」、本年度予算額２６７万２千円、前年度比４９０万３千円の減額と

なっております。 

次に、４款「繰入金」、本年度予算額３千８３０万７千円、前年度比２千２４２万円の減額

となっております。 

次に、５款「繰越金」、本年度予算額１５０万円、前年度と同額を計上いたしております。 

次に、６款「諸収入」、本年度予算額２千８６３万円、前年度比１０万１千円の増額となっ

ております。 

次に、７款「組合債」、本年度予算額１千１２０万円、前年度比９６０万円の減額となって

おります。 

以上、歳入合計としまして、２５億７千１４６万円、前年度比５千８８５万４千円の減、率

にして２．２４％の減を計上いたしております。 

次に、歳出についてご説明いたします。 

１款「議会費」、本年度予算額１２万７千円、前年度と同額を計上いたしております。 

次に、２款「総務費」、本年度予算額２億６千１６８万６千円、前年度比７千５５８万７千

円の減額となっております。 

次に、３款「消防費」、本年度予算額２０億８千８４６万１千円、前年度比１千５０１万１

千円の増額となっております。 

次に、４款「公債費」、本年度予算額２億１千８１８万６千円、前年度比１７２万２千円の

増額となっております。 

次に、５款「予備費」、本年度予算額３００万円、前年度と同額を計上いたしております。 

以上、歳出合計は、歳入と同額の２５億７千１４６万円、前年度比５千８８５万４千円減、率

にして２．２４％の減を計上いたしております。 

今回の歳入歳出予算の減額の主な理由は、歳入の組合費負担金及び基金繰入金を減額する事

によるものであります。 

次のページをお開きください。 

それでは、歳入から、主なものについてご説明いたします。 

まず、１款、分担金及び負担金、１項、負担金、１目、組合費負担金、本年度予算額２４億８

千３８４万円、前年度比２千２９８万８千円、０．９９％の減となっております。 

減の主な理由は、算定の単位費用である消防単位費用が前年度から２００円減額の１１，５０

０円となったものでございます。 

次に、２目、施設整備事業 構成市町負担金につきましては、本年度予算額、４０９万５千

円、前年度比９５万６千円の増となっております。 
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これは、２節、消防車両整備事業負担金として、消防車両の購入費に充当するため起債いたし

ました、施設整備事業債の地方交付税措置分を、各市町より令和５年度からご負担いただくこ

ととなりましたので、９６万３千円を計上いたすものであります。 

次のページに移りまして、４款、繰入金、１項、基金繰入金、１目、消防施設整備基金繰入

金、本年度予算額３千８３０万７千円、前年度比２千２４２万円につきましては、令和５年度

の車両更新事業として、高規格救急自動車1台を購入するため、事業費の３分の２について、

施設整備基金より繰入れるものでございます。 

つづきまして、次のページをお開き下さい。７款、１項、組合債、１目、消防債、本年度予算

額１千１２０万円、前年度比９６０万円減につきましては、只今ご説明いたしました、高規格

救急自動車の購入費に充当するため、地方交付税措置のある施設整備事業債として、事業費の

３分の１を起債するものでございます。 

以上が、歳入の主なものでございます。 

つづきまして、９ページをご覧ください。 

次に、歳出の主なものについて、ご説明いたします。 

まずは、２款、総務費、１項、総務管理費、１目、一般管理費、本年度予算額２億６千１６０

万４千円、前年度比７千５５８万７千円を減額して計上いたしております。 

１節から１１節までは、例年どおりの計上となっております。 

次に、１２節、委託料につきましては、次のページをお開き下さい。 

上から３行目、給与電算システム構築委託料１９６万９千円と、次の１３節、使用料及び賃借

料の給与電算システム使用料５２万８千円につきましては、現在使用している給与電算システ

ムのシステム更新に伴い計上するものでございます。 

つづきまして、２４節、積立金の財政調整基金積立金２億３千５８０万１千円につきまして

は、歳入歳出差引額の剰余分として、２億３千５８０万１千円、前年度比７千５５１万５千円

を減額して積み立てるものでございます。 

財政調整基金積立金の減額が総務費減額の主な理由でございます。 

つづきまして、３款、消防費、１項、消防費、１目、常備消防費、本年度予算額２０億３千

７３５万５千円、前年度比４千６４８万７千円を増額し計上いたしております。 

主なものとしましては、２節、給料８億６千４０２万７千円、３節、職員手当等、６億１千８

万７千円、合計１４億７千４１１万４千円につきましては、職員２４０名の給料及び手当を、

前年度比、３千２７９万円、２.２７％を増額し計上するものでございます。 

なお、３節、職員手当等の地域手当２３万７千円につきましては、本年１０月より福岡市消防

局へ、研修のため、職員１名を派遣するため計上するものでございます。 

次に、１０節、需用費につきましては、７千８４９万２千円、前年度比６１４万３千円、８.

４９％増、これは、最近の物価高騰をうけまして、主に燃料費、光熱水費を増額し、計上する

ものでございます。 

次のページに移りまして、１２節、委託料、下から２段目、災害案内改修委託料、１９８万
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６千円につきましては、住民へ災害情報を提供する、災害案内ダイヤルを改修するため計上す

るものでございます。 

次のページに移りまして、１８節、負担金補助及び交付金、一番下の共通波基地局維持管理

費負担金１５７万７千円につきましては、福岡県の消防救急無線県内共通波の維持管理費につ

きまして、令和４年度まで、福岡県市町村振興協会からご負担いただいておりましたが、令和

５年度から県内の消防本部で負担することとなりましたので、計上するものでございます。 

次に、２目、消防施設費、本年度予算額５千１４万２千円、前年度比３千７０万９千円減を

計上いたしております。主なものは、歳入でもご説明いたしました、高規格救急自動車の更新

のため、車両購入費として３千７２３万８千円を計上いたしております。次に、超短波無線機

購入費については、隊員が現場で使用いたします無線機を６基購入するため、１０５万円を計

上するものでございます。 

次に、３目、広域災害対応費は、９６万４千円、前年度比７６万７千円減を計上いたしてお

ります。 

この中で、１０節、需用費については、施政方針にもありました、緊急消防援助隊九州ブロッ

ク合同訓練が、本年１１月、筑豊地域で開催されることに伴い、その必要経費を消耗品費に計

上するものでございます。 

以上が、歳出の主な説明でございます。 

次のページからの給与費明細書及び地方債の現在高の見込みに関する調書につきましては、

説明を省略させていただきます。 

以上で、議案第１号、令和５年度飯塚地区消防組合予算の説明を終わります。 

ご審議のうえ、ご議決賜りますようお願いを申し上げます。 

◎議長（秀村 長利） 

 提案理由の説明が終わりましたが、本議案につきまして質疑通告書の提出はあっておりませ

んので質疑を終結いたします。 

◎議長（秀村 長利） 

 討論を許します。 

 討論はありませんか。 

 （「なし」と呼ぶ者あり） 

討論を終結いたします。 

採決いたします。 

議案第１号「令和５年度飯塚地区消防組合予算」を原案どおり可決することにご異議ありま

せんか。 

（異議なしの声） 

ご異議なしと認めます。 

よって、本案は原案どおり可決されました。 

△議案第２号 飯塚地区消防組合個人情報保護条例の全部を改正する条例 
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◎議長（秀村 長利） 

次に、議案第２号「飯塚地区消防組合個人情報保護条例の全部を改正する条例」を議題とい

たします。 

 提案理由の説明を求めます。 

篠崎消防長。 

〇消防長（篠崎 太望） 

 議案第２号「飯塚地区消防組合個人情報保護条例の全部を改正する条例」の提案理由と改正

の内容についてご説明申し上げます。 

議案書の１ページをお開き願います。 

 本案は、個人情報の保護に関する法律が改正されたことから、同法の施行に関し必要な事項

を定めるため提出するものでございます。 

 内容については、第１条において、本条例の目的を定めております。 

次に、第２条において、本条例で使用する用語の意義を定めております。 

次のページをお開きください。第３条において、個人情報の保護に取り組むことを実施機関

の責務として定め、次に、第４条及び第５条において、事業者と住民等の責務について定め、

次に、第６条において、個人情報保護管理責任者について定めております。 

次に、第７条において、条例個人情報ファイル簿の作成及び公表として、法で定める個人情報

ファイル簿のほかに、条例で定める個人情報ファイル簿を作成し公表することについて定めて

おります。 

次に、第８条において、開示請求に係る手数料及び費用負担について定め、第９条から、次

のページ、第１４条において、開示、訂正、利用停止の決定等の期限及び特例について定めて

おります。 

次に、第１５条において、飯塚地区消防組合情報公開・個人情報保護審査会への諮問につい

て定め、次に、第１６条において、個人情報保護制度の運用状況の公表について定め、そして、

第１７条において、委任として、条例の施行について必要な事項は実施機関が別に定めること

としております。 

次に、附則として、第１項において、この条例は令和５年４月１日から施行することとし、

第２項以下において、旧条例の経過措置について定めております。 

 以上で、議案第２号「飯塚地区消防組合個人情報保護条例の全部を改正する条例」の説明を

終わります。 

ご審議のうえ、ご議決賜わりますようお願いを申し上げます。 

◎議長（秀村 長利） 

 提案理由の説明が終わりましたが、本議案につきましては質疑通告書の提出はあっておりま

せんでしたので質疑を終結いたします。 

 討論を許します。 

討論はありませんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

討論を終結いたします。 

採決いたします。 

議案第２号「飯塚地区消防組合個人情報保護条例の全部を改正する条例」を原案どおり可決

することにご異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

ご異議なしと認めます。 

よって、本案は原案どおり可決されました。 

△議案第３号 飯塚地区消防組合情報公開・個人情報保護審査会条例の一部を改正する条例 

◎議長（秀村 長利） 

次に、議案第３号「飯塚地区消防組合情報公開・個人情報保護審査会条例の一部を改正する

条例」を議題 といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

篠崎消防長。 

〇消防長（篠崎 太望） 

  議案第３号「情報公開・個人情報保護審査会条例の一部を改正する条例」の提案理由と改

正の内容についてご説明申し上げます。 

議案書の７ページをお開き願います。 

 本案は、第２号議案と同じく、個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴い、関連規定を

整備するため、提出するものでございます。 

改正の内容につきましては、新旧対照表でご説明いたします。９ページをお開き願います。 

 第１条の改正につきましては、個人情報保護法の改正に伴い、審査会の担当する事務及びそ

の根拠条文を整理するものでございます。 

次に第３条の改正につきましては、第２項として、委員の任期が満了した場合の、後任者が委

嘱されるまでの間の委員の取扱いについて追加するものでございます。 

次のページに移りまして、第６条の改正につきましては、今回の改正に伴い、文言を整理する

ものでございます。 

次に第９条の改正につきましては、審査会の調査審議について実施機関から資料の提出があっ

たときは、その資料を実施機関以外の審査請求人等に送付するものとする、と定め、第２項に

おいて、資料を送付しようとするときは実施機関の意見を聞かなければならない、と定めてお

ります。 

次に第１５条の改正につきましては、庶務の担当について、文言の修正を行うものでござい

ます。 

以上で、議案第３号「情報公開・個人情報保護審査会条例の一部を改正する条例」の説明を

終わります。 

ご審議のうえ、ご議決賜わりますようお願いを申し上げます。 
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◎議長（秀村 長利） 

 提案理由の説明が終わりましたが、本議案につきましては質疑通告書の提出はあっておりま

せんので質疑を終結いたします。 

 討論を許します。 

討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

討論を終結いたします。 

採決いたします。 

議案第３号「飯塚地区消防組合情報公開・個人情報保護審査会条例の一部を改正する条例」

を原案どおり可決することにご異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

ご異議なしと認めます。 

よって、本案は原案どおり可決されました。 

△議案第４号「飯塚地区消防組合職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例」 

◎議長（秀村 長利） 

次に、議案第４号「飯塚地区消防組合職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例」を

議題 といたします。 

提案理由の説明を求めます。 

篠崎消防長。 

〇消防長（篠崎 太望） 

議案第４号「飯塚地区消防組合職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例」の提案理

由と改正の内容についてご説明申し上げます。議案書の１２ページをお開き願います。 

本案は、職員の定年延長にかかる地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴い、職員の

定年年齢の引き上げに関する規定の整備を行うため提出するものでございます。改正の内容に

つきましては、新旧対照表でご説明いたします。２３ページをお開き願います。 

改正いたします本条例については、本則を第１章から第５章までの章立てとして、定めてお

ります。 

第１条の改正につきましては、地方公務員法の改正に伴い、引用する条文の整理を行うもの

でございます。 

次に第３条の改正につきましては、定年年齢を６０歳から６５歳に改正するものでございま

す。 

次に第４条の改正につきましては、定年年齢に達した職員の勤務の延長の特例について定め

るものでございます。 

次に２５ページをお開きください。 

第３章、第６条において、管理監督職勤務上限年齢制度の対象となる管理監督職について定

め、第７条において管理監督職の上限年齢を年齢６０年とすることとしております。 
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続いて、第８条において、降任等を行う際の遵守すべき基準を定めることとしております。 

次のページに移りまして、第９条において、管理監督職の上限年齢到達後の任用の延長につ

いての特例を定めております。 

次のページに移りまして、第１０条及び第１１条において、その特例について、職員の同意

及び延長の事由が消滅した場合の措置について定めております。 

次に、第１２条において年齢６０年に達した日以後に退職した職員の、定年前再任用短時間

勤務について定めております。 

次のページに移りまして、第１３条において、組合の構成市町の職員の定年前再任用短時間

勤務について定めております。 

次に第１４条において規則への委任について定めております。 

次に附則第２項において、定年年齢の段階的引き上げに係る経過措置について定め、第３項

において、年齢６０年に達する職員に対する情報提供および意思確認について定めております。  

次に、本改正条例の附則として、第１条におきまして施行期日を令和５年４月１日とし、第

２条以降において現行の再任用職員に係る経過措置及び条例改正に伴い発生する暫定再任用に

係る措置について定めております。 

以上で、議案第４号「飯塚地区消防組合職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例」

の説明を終わります。 

ご審議のうえ、ご議決賜わりますようお願いを申し上げます。 

◎議長（秀村 長利） 

 提案理由の説明が終わりましたが、本議案につきましては質疑通告書の提出はあっておりま

せんので質疑を終結いたします。 

 討論を許します。 

討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

討論を終結いたします。 

採決いたします。 

議案第４号「飯塚地区消防組合職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例」を原案ど

おり可決することにご異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

ご異議なしと認めます。 

よって、本案は原案どおり可決されました。 

△議案第５号「地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条 

例」 

◎議長（秀村 長利） 

次に、議案第５号「地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関す

る条例」を議題 といたします。 
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提案理由の説明を求めます。 

篠崎消防長。 

〇消防長（篠崎 太望） 

議案第５号「地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条

例」の提案理由と改正の内容についてご説明申し上げます。 

議案書の３３ページをお開き願います。 

本案は、議案第４号と同じく、職員の定年延長に係る地方公務員法の一部を改正する法律の

施行に伴い、関係条例の規定の整備を行うため、提出するものでございます。 

改正内容につきましては、新旧対照表でご説明いたします。４４ページをお開き願います。 

飯塚地区消防組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例（第１条関係）の一部改正

につきましては、各条文の文言等の整理を行うものでございます。 

附則については、次のページ、第２項において、年齢６０歳を超える職員の給料月額を７割

とする降給措置の取扱いについて定め、第３項において、該当する職員に対し、当該措置によ

り給料月額が異動する旨の通知を行うものとするよう定めております。 

次に、飯塚地区消防組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例（第２条関係）の一部改正

につきましては、減給の効果として、減給処分の対象を処分発令の日の給料金額等と明示する

とともに、処分の期間中に６０歳を超える時期が生じた場合の減じる額の取扱いについて、必

要な規定を追加するものでございます。 

次に、飯塚地区消防組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例（第３条関係）の一部改正に

つきましては、地方公務員法の一部改正に伴い、引用する条文を改めるとともに、文言の整理

を行うものでございます。 

つづきまして、４７ページをお開きください。 

下の枠、飯塚地区消防組合職員の育児休業等に関する条例（第４条関係）の一部改正につき

ましては、飯塚地区消防組合職員の定年等に関する条例の改正に伴い、育児休業および育児短

時間勤務をすることができない職員の規定を追加するとともに、地方公務員法の一部改正に伴

い、引用する条文を改め、文言の整理を行うものでございます。 

次に、５５ページをお開きください。 

下の枠、飯塚地区消防組合職員の給与に関する条例（第５条関係）の一部改正につきまして

は、地方公務員法の一部改正に伴い、引用する条文を改めるとともに、再任用職員の給料月額

を定年前再任用短時間勤務職員の給料月額に改め、当該短時間勤務職員の給料月額算定につい

て規定いたしております。 

続いて、６１ページをお開きください。 

下の段、附則第１２項において、６０歳に達した日以後の常勤職員の給料月額を当分の間、

７割とする規定を追加するとともに、附則第１３項において、第１２項の規定は、臨時的に任

用される職員、任期付職員、非常勤職員等には適用されないことを規定しております。 

次のページに移りまして、附則第１４項において、役職定年となった職員の６０歳以後の給
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料の減額措置の調整について規定しております。 

次に、６４ページをお開きください。 

第６条において、定年前再任用短時間勤務制度の導入及び暫定再任用制度への移行に伴い、

飯塚地区消防組合職員の再任用に関する条例を廃止することとしております。 

次に、本条例の附則において、この条例を令和５年４月１日から施行するとともに、各改正

条例の経過措置を規定しております。 

以上で議案第５号「地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関す

る条例」の説明を終わります。 

ご審議のうえ、ご議決賜わりますようお願いを申し上げます。 

◎議長（秀村 長利） 

 提案理由の説明が終わりましたが、本議案につきましては質疑通告書の提出はあっておりま

せんので質疑を終結いたします。 

 討論を許します。 

討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

討論を終結いたします。 

採決いたします。 

議案第５号「地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条

例」を原案どおり可決することにご異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

ご異議なしと認めます。 

よって、本案は原案どおり可決されました。 

△議員提出議案第１号「飯塚地区消防組合議会の個人情報の保護に関する条例」 

◎議長（秀村 長利） 

次に、議員提出議案第１号「飯塚地区消防組合議会の個人情報の保護に関する条例」を議題

とします。 

提案理由の説明を求めます。 

１２番 吉松 信之 議員 

〇議員（吉松 信之） 

議員提出議案 第１号につきまして、提案理由の説明をいたします。 

議員提出議案第１号「飯塚地区消防組合議会の個人情報の保護に関する条例」につきましては、

令和３年５月に公布された「個人情報の保護に関する法律」の改正に伴い、令和５年４月１日

以降は組合議会において条例で定めることが必要となることから、関係規定を整備するため、

本案の提出を行うものであります。 

 以上で提案理由の説明を終わります。よろしくお願いします。 

◎議長（秀村 長利） 
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提案理由の説明が終りました。 

質疑を許します。 

質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

質疑を終結いたします。 

討論を許します。 

討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

討論を終結いたします。 

採決いたします。 

議員提出議案第１号「飯塚地区消防組合議会の個人情報の保護に関する条例」を原案どおり

可決することにご異議ありませんか。 

（異議なしの声） 

ご異議なしと認めます。 

よって、本案は原案どおり可決されました。 

△一般質問 

次に、一般質問ですが、一般質問の通告はあっておりませんので、一般質問を終結いたしま

す。 

△署名議員の指名 

次に、署名議員を指名いたします。 

８番 吉永 雪男  議員 

９番 兼本 芳雄  議員 

△閉会 

◎議長（秀村 長利） 

以上をもちませて、議事日程のすべてを終了いたしましたので、令和５年第１回飯塚地区消

防組合議会定例会を閉会いたします。 

どうもお疲れ様でした。 

 

午後２時５６分 閉会 

 

●出席議員 

（出席議員 １２名） 

１番 秀 村 長 利    ８番  吉 永 雪 男  

２番 岩 永 利 勝    ９番  兼 本 芳 雄 

３番 久 世 賢 治    １０番 永 末 雄 大 

４番 林   英 明    １１番 田 中 武 春 
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５番 竹 本 慶 𠮷    １２番 吉 松 信 之 

７番 中 嶋 廣 東    １３番 城 丸 秀 髙 

●職務のため出席した議会事務局職員 

   議会事務局書記       花 元 稔 和 

       〃         和 多   良 

       〃         中 野 貴 博 

       〃         松 本 圭 介 

       〃         大 塚 智 史 

●説明のため出席した者 

副組合長          赤 間 幸 弘 

副組合長          井 上 利 一 

消防長           篠 崎 太 望 

次長兼飯塚署長        坂 田 潤 治 

参与兼総務課長       中 西 敏 弘 

参与兼予防課長       松 岡 春 樹 

警防課長          上 尾 雄 一  

指令課長          高 岩 伸 親 

予防課長補佐        河 辺 英 美  

警防課長補佐        吉 田   剛 

副署長兼消防課長      佐 藤 康 道 

副署長兼警備課長      北 代 英 治 

副署長兼警備課長      岡 松 則 人 

会計管理者         笹 尾 清 隆 

 


